
都内で最大規模の被害が想定される地震では、震度６

以上の範囲は区部の約６割に広がります。

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

建築指導課

総合危険度とは、地震時における建物倒壊や火災
による延焼の危険性、避難困難度等から総合的に
評価した危険度です。

総合危険度の結果

要確認

根津二丁目

千駄木二丁目

Panel.１

これから起きる地震予測～地域の危険度～

Panel.2

「燃えない・燃え広がらないまちづくり」のこれまでとこれから

Panel.3

千駄木二・五丁目、根津二丁目の不燃化に関する実態

Panel.4

東京都における防災都市づくり推進計画の概要

Panel.5

「新たな防火規制」導入に向けて～燃えない・燃え広がらないまちへ～

Panel.6

「新たな防火規制」を導入した場合

Panel.7

「準耐火建築物」とは

Panel.8-9

文京区の不燃化推進事業の取組み

Panel.10

大規模なリフォーム時の新たな変更点

千駄木二・五丁目、根津二丁目における

不燃化推進事業及び新たな防火規制
の導入に関する説明会

≪ 目 次 ≫



■文京区の被害想定 ～この30年以内に70％の確率で首都直下地震が発生～

都内で最大規模の被害が想定される地震では、震度６

以上の範囲は区部の約６割に広がります。

資料：「地震に関する地域危険度測定調査（第9回）」（令和4年9月、東京都）

文京区

これから起きる地震予測
～地域の危険度～

Panel.１
2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

令和４年９月時点で
千駄木二丁目、五丁目
及び根津二丁目は

総合危険度ランク４に
該当します

総合危険度とは、地震時における建物倒壊や火災
による延焼の危険性、避難困難度等から総合的に
評価した危険度です。

総合危険度の結果

要確認

都心南部直下地震 被害 多摩東部直下地震

震度６弱～６強 震度 震度６弱～６強

468棟 建物全壊棟数 512棟

2,461棟 建物半壊棟数 2,519棟

5件 出火件数 6件

137棟 焼失棟数 127棟

29人 死者 31人

1,073人 負傷者 1,176人

39,160人 避難者 40,163人

139,195人 帰宅困難者 139,195人

534台
閉じ込めにつながる
エレベーター停止台数

528台

■地域の危険度の状況 ～東京都調査による総合危険度～

資料：「文京区地域防災計画（令和6年度修正）」（令和6年9月、文京区）

根津二丁目

千駄木二丁目

資料：「東京都の新たな被害想定
～首都直下地震等による東京都の被害想定～」
（令和4（2022）年5月25日、東京都防災会議）

資料：「東京都の新たな被害想定
～首都直下地震等による東京都の被害想定～」
（令和4（2022）年5月25日、東京都防災会議）

危険度
高い

危険度
低い

危険度ランク

５

４

３

２

１
区界

町丁目界

総合危険度とは、地震時における建

物倒壊や火災による延焼の危険性、

避難困難度等から総合的に評価した

危険度です。

文京区

千駄木五丁目

千駄木二丁目

根津二丁目
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≪文京区の整備地域等の状況図≫

≪文京区のこれまでの取組み≫

①

②

③

① ② ③

千駄木5

千駄木2

根津2

大塚6

大塚5

「燃えない・燃え広がらないまちづくり」の
これまでとこれから

■文京区の整備地域等の状況図

■文京区のこれまでとこれからの取組み

Panel.２
2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

資料：「地震に関する地域危険度測定調査（第9回）」（令和4年9月、東京都）



189 棟

21.8%

255 棟

29.4%

414 棟

47.7%

10 棟, 1.2%
千駄木二丁目

耐火構造

準耐火構造

防火構造

木造

198 棟

14.6%

534 棟

39.4%

587 棟

43.3%

37 棟, 2.7% 千駄木五丁目

耐火構造

準耐火構造

防火構造

木造

190 棟

24.2%

210 棟

26.8%

350 棟

44.6%

34 棟, 4.3%
根津二丁目

耐火構造

準耐火構造

防火構造

木造

内訳：全体784棟中 400棟
耐火・準耐火構造 51.0％

■建物の構造分布表（令和3年）

■建物の構造分布状況（令和3年）

資料：「防災都市づくり推進計画
基本方針」

（令和7年3月、東京都）

※図１

根津二丁目

「木造住宅密集地域」とは、震災

時に火災が燃え広がるおそれのあ
る老朽木造建築物が密集している
地域です。

東京都の「防災都市づくり推進計
画」では、千駄木二・五丁目、根
津二丁目が木造住宅密集地域に抽
出されています。

千駄木二・五丁目、根津二丁目の状況

■木造住宅密集地域

■不燃領域率

■不燃領域率

「不燃領域率」とは…

「燃えない・燃え広がらないまちづくり」の
これまでとこれから

Panel.３

千駄木二丁目 千駄木五丁目

「防災都市づくり推進計画」では、燃えない・燃え
広がらないまちづくりの指標として「不燃領域率」を
用いています。
この不燃領域率が70％を超えた地域は、火災の延

焼による焼失率がほぼ０になるとされています。

不燃領域率
＝空地率＋（１ｰ空地率/100）
×不燃化率（％）

空地率：水面、鉄道敷、公園、運動場、学校等、一定以
上の面積を持つ空地が、地区面積に占める割合

不燃化率：地区内の全建築物建築面積に対する、耐火・
準耐火建築物の建築面積の占める割合

不燃領域率
54.4％

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

資料：「令和3年度土地利用現況調査 東京都区部」（令和5年3月、東京都）

■建築物の構造別分布状況



（２）防災環境向上地区（根津二丁目南地区）

（１）整備地域（千駄木・向丘・谷中地域）
東京都では「防災都市づくり推進
計画」により、震災を予防し、震
災時の被害拡大を防ぐため、都市
の安全性を向上するための政策を
推進しています。

令和７年３月に、東京都は
「防災都市づくり推進計画」の基
本方針を改定しました。
その中でも、千駄木二・五丁目、
根津二丁目環状三号線北側は「千
駄木・向丘・谷中地域」として
「防災都市づくり推進計画」の
「整備地域」に該当しています。

根津二丁目のうち環状三号線か
ら南側を「防災環境向上地区」
として新たに追加指定し、「根
津二丁目南地区」としました。

資料：「防災都市づくり推進計画 基本方針」
（令和７年３月、東京都）

資料：「防災都市づくり推進計画 整備プログラム」
（令和３年３月、東京都）

■東京都の動向

Panel.４
東京都における

防災都市づくり推進計画の概要

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

千駄木五丁目

千駄木二丁目

根津二丁目北側

千駄木三・四丁目
令和７年３月に除外

根津二丁目南地区
（防災環境向上地区）

不燃領域率：66.3％
（千駄木・向丘・谷中地域）

「防災都市づくり推進計画 整備プログラム」（令和３年３月、東京都）より

不燃領域率：
（令和８年度、東京都公表予定）



≪防火地域・準防火地域とは？≫

防火地域

①ビル等の建物密度が高い地域
②緊急車両が通る幹線道路沿い
③耐火建築物が中心

準防火地域

①住宅などの建物が密集している地域

②一番厳しい防火地域を囲むように指定

③準耐火建築物が中心

≪根津二丁目の防火・準防火地域の状況は？≫

左図のとおり、赤いエリアには防火地域が指
定されていますが、黄色のエリアは不燃化が
不十分です。今回、黄色のエリアに「新たな
防火規制」を導入することで「準防火地域の
エリア 新たな防火地域」として指定します。

新たな防火
規制区域

根津二丁目では、

災害時の延焼被害が

懸念されています。

「新たな防火規制」の導入

により、燃えにくい、燃え

広がらない安全なまちへ

≪「新たな防火規制」の導入に向けて≫

燃えにくい構
造の建築物を
増やすことが
大切です

火災が
燃え広がりにくい

根津二丁目

「新たな防火規制」導入に向けて
～燃えにくい、燃え広がらないまちへ～

Panel.５

「新たな防火規制」導入に向けて
～燃えない、燃え広がらないまちへ～

千駄木二・五丁目、根津二丁目では、災害時の燃え広がりによる延焼被害が懸念
されています。

■新たな防火規制の導入

不燃領域率を向上させ、災害時の延焼被害から地域住民の皆さまの生命と財産を
守ること及び木造住宅密集地域の再生産を防ぐため、地区の不燃性を高めていく
ことが必要となります。

千駄木二・五丁目、根津二丁目の準防火地域への「新たな防火規制」の導入を目
指します。

■新たな防火規制の指定区域

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

建築指導課

千駄木五丁目

千駄木二丁目

根津二丁目

境界線の

番号
境界線の種類 備考

① 行政界の境界線
文京区と台東区
との境界

②
防火地域と準防火地域
との境界線



≪「新たな防火規制」を導入するとどうなる？≫

≪「新たな防火規制」のメリット＆デメリット≫

準防火地域の構造制限 防火地域の構造制限

〔例〕「2階建て、延べ面積100㎡」の建築物を建築する場合

防火地域の規制内容に

変更はありません

「新たな防火規制」導入後の変化とは

～建築物の構造制限、メリット・デメリット～

Panel.６

「新たな防火規制」を導入した場合

■建築物の構造の制限

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

建築指導課

建築物の構造（耐火、準耐火、防火構造等）は、下図の「防火地域」「準防火
地域」といった地域ごとに、階数や面積に応じた規制が設けられています。
新たな防火規制を導入した場合、「準防火地域」における規制が以下のとおり

変更になります。

Q.2

・「新たな防火規制」は新築や建替えを行う際に適用されるルールの為、現在の
建築物をそのまま使用する場合は制限対象になりません。また、今すぐに建替
えなければならないということはありません。

・導入する地域は、現在の準防火地域として指定されており、3階以上の建築物
は準耐火建築物以上の建築物を想定しているため、「新たな防火規制」導入後
も大きな影響はありません。

。
規制の内容

規制の例外

※「新たな防火規制」導入後も大きな影響はありません。

・原則として、建築物は準耐火建築物または耐火建築物にする
必要があります。

・4階建て以上、または延べ面積500㎡を超える建築物は、耐火
建築物にする必要があります。

≪ 現在 ≫

防火構造等で
建築が可能です

≪「新たな防火規制」導入後≫

準耐火建築物等以上にする
必要があります

※木造住宅でも建築可能です。



≪準耐火建築物とはどんな構造でしょうか？≫

階段

床・はり

柱・壁

屋根・はり

壁・柱・床・はり・屋根・階段は、一定時間、
燃えにくく変形が起きないもの

開口部は、網入りガラスなどのもの
●特徴

建物全体が火災で崩れにくく、より

長い時間周囲から火をもらわずに

周囲にも火を出さない

●主要な構造

・鉄骨

・木造（壁・柱・床等に防火被覆）等

●耐火性能

主要な構造部（壁・柱・床・はり・

屋根・階段）に耐火性ある材料を使用

●火災に耐える時間

➤外壁・柱・床・梁・間仕切壁：45分間

➤屋根・階段：30分間

①建ぺい率が10％緩和される

建築基準法改正（令和元年６月施行）に
より、準防火地域（新たな防火規制区域）
内で、準耐火・耐火建築物を建築される
場合に適用され、狭小敷地でも建築物を
建てやすくなります。

②火災保険料が安くなる

防火構造より準耐火構造の方が火災保険が
安くなるため、維持費を節約できます。

開口部

外壁

間仕切壁

敷地面積

建築面積

建ぺい率＝
敷地面積に対する建築面積の割合のこと

建ぺい率（％）＝
敷地面積

建築面積

×100

「準耐火建築物」とは

Panel.７

「準耐火建築物」とは

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

建築指導課

■準耐火建築物以上を建てることによる効果

■建築物の構造による燃えにくさの違い

防火構造等の建築物 準耐火建築物 耐火建築物

特徴
建築物の外側のみが火に強く、一定
時間周囲から火をもらわない

建築物全体が火災で崩れにくく、よ
り長い時間周囲から火をもらわず、
周囲にも火を出さない

準耐火建築物よりも更に耐火性能を
高めた構造

主な
構造

木造（外壁モルタル）等
・鉄骨造
・木造（壁、柱、床等に防火被覆）

・鉄筋コンクリート造
・鉄骨造（壁、柱、床等に防火
被覆）

・木造でも条件を満たせば可能

耐火
性能

外壁・軒裏のみ耐火性のある材料を
使用

主要な構造部（壁、床、柱、はり、屋根、階段）にも耐火性のある材料を
使用

火災に耐える時間
外壁・軒裏：30分

火災に耐える時間
外壁・柱・床等：45分
屋根・階段：30分

火災に耐える時間
外壁・柱・床等：60分
屋根・階段：30分

建築物は、耐火性能に応じて、「防火構造」「準耐火建築物」「耐火建築物」
に分類されています。

耐火性能 高い低い

イラスト作成中

軒裏
（30分）

外壁
（30分）

軒裏
（45分）

外壁
（45分）

開口部は
防火戸

階段
（30分）

柱
（45分）

床（45分）

間仕切壁（45分）

屋根（30分）

はり（45分）

外壁
（60分）

階段
（30分）

柱
（60分）

床（60分）

間仕切壁（60分）

屋根（30分）

はり（60分）

開口部は
防火戸

木造の防火構造建築物のイメージ 木造の準耐火建築物のイメージ 鉄筋コンクリート造の耐火建築物のイメージ



不燃化
建替え促進助成

老朽木造建築物
の除却助成

高齢者世帯の
建替え加算助成

細街路の
拡幅奨励

①
② 建替えずとも、耐火性能の低い老朽建築物を除去する場合、除却費の一部を助成します！

③ 高齢者世帯と子・孫世帯が同居するために①の不燃化建替え促進助成を利用される場合は、

①の助成額に加算します！

④ 細街路拡幅整備事業により細街路拡幅のご協力を頂いた場合、奨励金を交付をします！

⑤ 耐火性能の低い老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に建築士等の専門家

による無料相談を行います！

⑥ 耐火性能の低い建築物の再生産を防止するため、新たな防火規制の指定を受けます！

①

② ③

④
専門家の
派遣

⑤
新たな

防火規制の導入

⑥

詳細はパネル
５・６枚目を
参照

具体的な内容は？

文京区の防災まちづくり事業への取組み

Panel.8

文京区の不燃化推進事業の取組み①

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

■不燃化のための施策（案）
文京区は、「燃えない・燃え広がらないまちづくり」のため、5つの施策を推

進していきたいと考えています。

老朽木造建築物を耐火性能の高い建築物に建替える場合、

除却費・建築設計費・工事監理費の一部を助成します。

◇助成対象
・木造建築物（耐火・準耐火建築物を除く）
・耐用年数（22年）の2/3以上経過している建築物
・原則、敷地面積が60㎡以上
・建替え後が耐火・準耐火建築物となる建築物 等

◇助成額
・除却費：老朽木造建築物の延べ床面積×25,000円

                  または実際の除却費用のどちらか低い方
・設計・監理費：東京都が定める額

◇助成の例（令和７年度参考）
・100㎡の老朽木造建築物を除却し、100㎡の戸建て住宅に建替える場合

⇒最大470万円（内、除却費250万円）の助成
・200㎡の老朽木造建築物を除却し、300㎡の共同住宅に建替える場合

⇒最大1,200万円（内、除却費500万円）の助成

②
建替ずとも、老朽木造建築物を除却する場合、除却費の一

部を助成します。

◇助成対象
・木造建築物（耐火・準耐火建築物を除く）
・耐用年数（22年）の2/3以上経過している建築物 等

◇助成額
・除却費：老朽木造建築物の延べ床面積×25,000円または

                  実際の除却費用のどちらか低い方

◇助成の例
・100㎡の老朽木造建築物を除却する場合 ⇒最大250万円の助成
・200㎡の老朽木造建築物を除却する場合 ⇒最大500万円の助成

※助成金額や奨励金額は、個々の条件によって異なります。また、助成金や奨励金の交付にあたっては、諸条件や

手続きが必要になります。詳細についてはお問合せください。

◇助成対象者
・老朽木造建築物を除却し、建替える方で、建替え後の建築物を
所有する個人又は中小企業者
ただし、住民税を滞納している方及び宅地建物取引業者を除く

◇助成対象
・木造建築物（耐火・準耐火建築物を除く）
・耐用年数（22年）の2/3以上経過している建築物
・原則、敷地面積が60㎡以上
・建替え後が耐火・準耐火建築物となる建築物 等

◇助成対象者
・所有している老朽木造建築物を除却する個人又は中小企業者
ただし、住民税を滞納している方を除く



細街路の
拡幅奨励

Panel.9

文京区の不燃化推進事業の取組み②

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

地域整備課

■不燃化のための施策（案）

文京区は、「燃えない、燃え広がらないまちづくり」のため、5つの施策を推
進していきたいと考えています。

高齢者世帯と子・孫世帯が同居するために、①の不燃化建

替え促進助成を利用される場合は100万円を加算し助成し

ます。

◇助成対象者
・高齢者世帯と子・孫世帯が同居する
・不燃化建替え促進助成を利用する 等

◇助成額
・一律100万円

◇助成の例
・100㎡の老朽木造建築物を除却し、100㎡の戸建て住宅に建替える場合
＋高齢者世帯と子・孫世帯が同居する場合

⇒最大470万円＋100万円の助成

④
細街路拡幅整備事業により細街路拡幅整備にご協力を頂い

た場合、後退面積に応じて奨励金を交付します。

◇交付対象者
・建替え時等に道路後退を行い、
整備にご協力頂いた方

◇交付額
・奨励金：後退面積×20万円

（上限200万円）

◇交付の例
・後退面積が5㎡の場合
・後退面積が0.55㎡の場合

高齢者世帯の
建替え加算助成

③

専門家の派遣

⑤ 老朽木造建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に、

1つの建築物につき3回を限度として、建築士等の専門家によ

る無料相談を行います。
◇派遣内容
・相談時間：1回２時間程度（予約制）
・相談場所：ご自宅、文京区役所等
・専門家 ：建築士、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等、

相談内容に適した専門家を派遣

※助成金額や奨励金額は、個々の条件によって異なります。また、助成金や奨励金の交付にあたっては、諸条件や

手続きが必要になります。詳細についてはお問合せください。

⇒100万円の奨励金
⇒11万円の奨励金

※予算検討中のため、変更となる場合がございます。

後退用地
（奨励金交付対象）

後退用地
（奨励金交付対象）

整備協力部分

現道
道路中心線道路中心線



≪主な変更点≫

建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部（壁、
柱、床、はり、屋根、または階段）の一種以上について行う過半の改修等を指
します。

工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合もあるため、詳細は建築士等にご相談ください。

①リフォームも建築確認の手続きの対象となります
二階建て以上の木造戸建てで行われる大規模なリフォームは、工事を始める前

に建築確認手続きが必要となります。

②リフォームで建築士による設計工事監理が必要
延べ面積100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合は、建築士に

よる設計工事監理が必要です。 出典：「木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続き
について 2024年5月版」令和7年1月14日時点（国土交通省住宅局）

～国土交通省から改正ポイント～

大規模なリフォーム時の新たな変更点

Panel.10

大規模なリフォーム時の新たな変更点

2025（令和7）年12月

文京区都市計画部

建築指導課

■建築基準法の改正について

2025（令和7）年4月から建築基準法のルールを改正し、木造戸建の大規模な
リフォームが建築確認手続きの対象になりました。

■建築確認手続きが必要になる例・不要な例

・建物の柱、壁、屋根の
過半を既存と同じ素材で
修繕した。 建築確認が

必要です
・建物の中の階段のみを
作り変えた。

・外壁や屋根を塗装し
なおした。

建築確認は
不要です

・キッチンを新しいものに
交換した。

大規模なリフォームとは…

※手続き等が不要な場合でも建築基準法等への適合が必要なため、詳細は建築士等にご相談ください。



出典：「木造戸建ての大規模なリフォームに関する建築確認手続き
について 2024年5月版」令和7年1月14日時点（国土交通省住宅局）

～国土交通省から改正ポイント～

大規模なリフォーム時の新たな変更点

文京区

【お問い合わせ先】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区 都市計画部

■「不燃化推進事業」に関すること…地域整備課 耐震・不燃化担当
TEL：03-5803-1844

■「新たな防火規制」に関すること…建築指導課 審査担当
TEL：03-5803-1263
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